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新
た
に
国
保
の
運
営
に
加
わ
り
、

安
定
的
な
財
政
運
営
の
中
心
と
な

り
、
次
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

・
市
町
村
ご
と
の
標
準
保
険
税

（
料
）
率
を
算
定
、
公
表

・
事
務
の
効
率
化
、
標
準
化
、
広

域
化
の
推
進


⅛

ڬ

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
身
近
な
窓

口
と
し
て
、
次
の
業
務
を
行
い
ま

す
。

・
保
険
税
（
料
）
の
決
定
、
徴
収

・
資
格
管
理
（
保
険
証
の
発
行
な

ど
）

・
医
療
給
付
の
決
定
、
支
給

・
各
種
検
診
や
保
険
事
業
の
実
施

な
⅊
”
国
保
ଷ
度
⅛

ࡉ
ೄ
し
が
ຈ
ါ
な
⅛
か

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ

り
こ
の
ま
ま
加
入
者
が
減
っ
て
い

く
と
、
市
町
村
の
よ
う
な
小
さ
い

単
位
で
運
営
す
る
に
は
財
政
上
の

限
界
が
来
ま
す
。

そ
の
為
、
現
在
も
地
域
に
よ
っ

て
保
険
料
が
異
な
り
、
公
平
な
負

担
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
運
営
の
単
位
を
全
道

に
拡
大
し
、
安
定
し
た
制
度
と
な

る
よ
う
に
見
直
し
を
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課

健
康
医
療
グ
ル
ー
プ
国
保
担
当

緯

室
２
１
５
１
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（
内
線
２
２
８
）

《
平
成

年
４
月
か
ら
》

３０

新
た
な
国
保
制
度
が
始
ま
り
ま
す

～
道
民
み
ん
な
で
国
保
を
支
え
ま
す
～

次
の
保
険
証
の
更
新
時

期
は
、
平
成

年
7
月
下
旬

30

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◆

学
生
用
の
保
険
証
を
お

持
ち
の
方
は
、
従
来
ど
お
り

３
月
で
す
。

陰国保加入者世帯の職業（Ｈ27 北海道全体）

隠国保一人当たりの医療費(単位：円)

【国保が抱える課題】

▲

国保の加入

者に高齢者が

多く、医療費

の水準が高い。

▲
一人当たりの

医療費が年々増

加、平成３７年に

は現在の約１.16

倍に。

▲

所得の低い

加入者、年金

受給者が多く、

保険税負担が

重い。

H26年の
1.16倍

H26 H30 H31 H32 H37

※Ｈ26は実績、Ｈ30以降は推計

《問い合わせ先》 津別町役場 緯76－2151

・健診に関すること 保健福祉課健康医療グループ 健康推進担当浦番窓口（内線231・232）

・医療費通知、高額介護合算に関すること 保健福祉課健康医療グループ 国保担当厩番窓口（内線228・229）

・確定申告に関すること 住民企画課税務収納グループ 税務担当蔚番窓口（内線220・221）

年
に
１
度
は
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

津
別
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高

齢
者
医
療
に
加
入
の
皆
様
へ
、
毎
年
健
診
を
受

け
る
よ
う
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
。
本
年
度
の

集
団
健
診
は
既
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
が
、
個

別
に
申
し
込
ん
で
頂
け
れ
ば
、
津
別
病
院
等
で

健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

健
診
は
病
気
の
早
期
発
見
だ
け
で
な
く
、
肥

満
や
高
血
圧
な
ど
の
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を

見
つ
け
、
よ
り
早
く
生
活
習
慣
を
改
善
す
る
こ

と
で
、
病
気
の
発
症
や
悪
化
を
予
防
し
ま
す
。

今
年
度
ま
だ
健

診
を
受
け
て
い
な

い
方
は
、
ぜ
ひ
役

場
保
健
福
祉
課
健

康
医
療
グ
ル
ー
プ

ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

《
健
診
を
受
け
ら
れ
る
医
療
機
関
》

国
保
加
入
者：

津
別
病
院
、
美
幌
田
中
医
院

網
走
厚
生
病
院

後
期
加
入
者：

津
別
病
院
、
網
走
厚
生
病
院

医
療
費
通
知
に
自
己
負
担
額

が
表
示
さ
れ
ま
す

国
保
加
入
者
の
方
に
は
年
６
回
、

後
期
加
入
者
の
方
に
は
年
２
回
、
医

療
費
通
知
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
が
、

次
回
か
ら
お
届
け
す
る
通
知
書
（
国

保
分
は
平
成

年
2
月
上
旬
、
後
期

30

分
は
３
月
上
旬
）
か
ら
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

自
己
負
担
額
の
表
示
に
よ
り
確
定

申
告
で
の
医
療
費
控
除
へ
の
利
用
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成

年
途
中
か
ら
の

29

表
記
と
な
る
為
、
不
足
分
に
つ
い
て

は
従
来
の
方

法
（
医
療
機

関
の
領
収
書

等
）
に
よ
り

手
続
き
を
さ

れ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

高
額
介
護
合
算
療
養
費
に

つ
い
て

【
後
期
高
齢
者
医
療
関
係
】

医
療
制
度
と
介
護
制
度
を
両
方

利
用
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
つ
い
て
、

合
算
し
た
自
己
負
担
額
が
一
定
額

を
超
え
た
場
合
、
申
請
す
る
こ
と

で
払
い
戻
し
を
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
に
は
北
海
道
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
お

知
ら
せ
が
届
き
ま
す
の
で
、
届
き

ま
し
た
ら
役
場
１
階
厩
番
窓
口

（
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
）
で
手
続

き
を
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
な
ど
、
他
の
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
な
い
方
が
加
入
す
る
医
療
保
険
で
、
町
民
の

約
３
分
の
１
の
方
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
国
保
は
津
別
町
が
単
独
で
運
営
し
て
い
ま
す
が
、
平

成

年
４
月
か
ら
は
、
北
海
道
も
道
内
全
て
の
市
町
村
と
と
も

３０
に
国
保
の
運
営
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
全
道
で
同
じ
水
準
の
保

険
税
（
料
）
の
負
担
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。


